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Income Contingent Repayment (ICR)とも呼ばれる
目的 ローンの負担を軽減させ，結果的に回収率を上げる

所得に応じて返済額（割賦額）を決定。低所得ほど負担が少ない

７つの要素

◦ 所得に応じた返済額（所得の一定の割合）
◦ 一定所得(閾値）以下での返済猶予
◦ 一定期間あるいは年齢で帳消しルール（以降の返還を免除）
◦ 利子補給
◦ その他の考慮すべき要因（家族人数など）
◦ 源泉徴収あるいは類似の方法
◦ 貸与総額
各国の所得連動型ローンはこの７つの要素を組み合わせている

上記の要素を変えることにより月々の（もしくは1年間の）返済額は変化し、
返済期間も変わる。

所得の把握と源泉徴収のため、国税当局の協力が不可欠。 2



メリット

教育投資のリスク、不確実性による返済の不安に対して、一種の保険としての機能
（借り手・貸し手の双方にとって）
教育資金の調達について、消費のスムーズ化の機能
返済の基準が所得のみで明確
「返せない」と「返したくない」の区別が明確につけられる
デメリット

家庭の事情などが考慮されない場合がある（返済額の算定に用いる所得をどのよう
に算出するか＝収入から控除すべき金額の決定が重要）

逆選抜の問題（高所得者は通常の割賦返済よりも月々の返済額が大きくなるため、
高所得が期待される層には好まれない、借り手は低所得層のみの恐れ）
モラル・ハザードの問題（閾値以下の所得しか働かない恐れ）
理論上、未返済が生じる可能性が高い(閾値、帳消しなどによる）
低所得ほど月々の返済額は少ないが、有利子の場合返済総額は大きくなる
個人の所得か、家族の所得か（専業主婦・主夫の場合）
リスク・プール型（借り手全員でリスク=未返済額を分担）
リスク・シェア型（公的負担によりリスクを負担）
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オーストラリア イギリス アメリカ

名称 HECS 授業料ローンと生
活費ローン

所得基礎型返済プ
ラン（IBR, Pay As 
You Earn)

返済額 課税所得に0から
８％の返済率をか
けた額（前払い
10％割引）

所得から下記の金
額を引いた額の
９％

所得から下記の金
額を引いた額に、
所得と家族人数に
応じて0から10％

返済猶予最高額 53,345豪ドル
（約500万円）
課税所得

21,000ポンド
（約400万円）
税引き前年収

家族人数に応じて
10,000〜50,000ド
ル

徴収方法 源泉徴収 源泉徴収 小切手等

利子率（政府補助） 物価上昇率（実質
利子率ゼロ）

物価上昇率＋0〜
３％（所得による）

有利子（政府補助
なし）

返済免除 本人死亡 30年間または65歳 20年間または公的
サービス10年

4注：アメリカの連邦政府ローンにはこの他, Income ContingentとIncome Sensitive Repayment Loanがある



所得連動型返済猶予所得最高額を1.5万ポンドから
2.1万ポンドに引き上げ

実質無利子から可処分所得に応じた０から３％の利
子率の導入

帳消し期間を25年から30年に引き上げ

以上の措置により未返済＋利子補給による政府負担
額のローン総額に対する比率（default rate）は、従
来の30％から40％や48％になると推定されている。
さらに最新のレポートでは、学生の約4分の３が、ロー
ンを全額返済しないと推計されている
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もともとHECSの未返済率はきわめて低かった。
しかし、授業料相当額の大幅な上昇

高い閾値（家族などの要因を考慮しないため）と
閾値の引き上げ(物価スライド）

源泉徴収のため、海外居住者からは徴収できな
い

これらによりデフォルト率は17％と推計されてい
る（Norton, A. 2014)
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返還率 15％

返還率 10％

返還率 ５％、
閾値 年収0円

現行

第１種私立大学
自宅外の場合

、閾値
年収300万円
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（注）国立教育政策研究所濱中義隆氏の推計方式に基づき算出



9（注）国立教育政策研究所濱中義隆氏の推計方式に基づき算出

5.5％
9％

18%



現行の所得連動型返還制度を第１種奨学生男子（私
立大学自宅外）として推計、現行の返還終了年齢40
歳に対して、多くの所得階層で40代から50代に返還
期間が延びる(推計１）
55歳まで返還期間を延長しても全体の10％は未返
還、60歳まで延長しても５％が未返還。その要因は
若年次（20代から30代前半）の低賃金と考えられる
とりわけ低所得層では残額が約100万円。一つの方
式として、閾値300万円で所得に対する返還率を５％
〜20％に変化させた場合、未返還額は60歳で18％
〜5.5％と推計される(推計２）
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現行方式の問題点を解消した制度設計（閾値、返還率など）

帳消しルールなどのセーフティネットの設定

納税者番号や住民基本台帳の情報の利用可能性に大きく依存

源泉徴収が鍵

第１種（無利子）、第２種（有利子）の問題

その他にも様々な技術的問題があり、解決する必要

未返還の可能性が高いため、公的負担（補助金）が不可避

公的負担と私的負担（の軽減）のトレードオフ

教育費負担のあり方、とりわけ公的負担の根拠=公共財という考え方が
どこまで社会的に合意されるか

他の学生への経済的支援（授業料減免や私学助成など）と組み合わせ
て考慮する必要がある
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国立教育政策研究所濱中義隆氏の推計方式に基づき算出
１人当たり返還年額（私立自宅外）は14,222*12円（貸与月額6.4万円､総
額307．2万円）
所得のデータは総務省統計局「就業構造基本調査」大卒男子雇用者による
高所得層 20〜25歳の年収300万円以上 同年齢層の27％
高中所得層 同じく年収200〜299万円 51％
低中所得層 同じく年収100から199万円 15％
低所得層 年収99万円以下 7％
各所得階層について、５年後に次の上位の階層に移動すると仮定する（1歳
で平均16万円年収増加）。ただし、55〜59歳は1ランク低下すると仮定。
返還月額は現行14,222円、300万円未満はゼロ(推計１）
返還月額は所得-300万円の５〜20％とする（推計２）
総返還額ー返還累計額により未返還額（残額）を推計する。
各所得層の比率に応じて平均残額を推計する。
返還が完了した層は返還額はゼロであることに注意。
推計は無業者を推計から除外している。
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（出典）就業構造基本調査H24年度（男子、総数）
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